
2026.6.1～

１．基本料金

ケアプランに基づいた訪問料金は、介護保険法により定められております。

当事業所は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定しています。（１回につき６単位加算）

夜間 18:00～22：00

早朝  6：00～ 8：00

２０分未満 ３０３単位（３２９円） ３７９単位（４１１円） ４５５単位（４９４円）

３０分未満 ４５１単位（４８９円） ５６４単位（６１２円） ６７７単位（７３４円）

３０分以上１時間未満 ７９４単位（８６１円） ９９３単位（１，０７７円） １，１９１単位（１，２９１円）

１時間以上１時間３０分未満 １，０９０単位（１，１８２円） １，３６３単位（１，４７８円） １，６３５単位（１，７７３円）

理学療法士等（１回あたり　２０分） ２８４単位（３０８円） ３５５単位（３８５円）  ４２６単位（４６２円）

１日に２回を超えて行う場合　 注１ １４２単位（１５４円） １７８単位（１９３円） ２１３単位（２３１円）

① 緊急時訪問看護加算Ⅰ（月１回） ６００単位 （６５１円）

特別管理加算（Ⅰ）（月１回） ５００単位 （５４２円）

特別管理加算（Ⅱ）（月１回） ２５０単位 （２７１円）

初回加算Ⅰ（退院日に初回訪問） ３５０単位 （３８０円）

初回加算Ⅱ（初回訪問月のみ） ３００単位 （３２６円）

④ 退院時共同指導加算 ６００単位 （６５１円）

⑤ 長時間訪問看護加算 ３００単位 （３２６円）

複数名訪問加算Ⅰ（３０分未満） ２５４単位 （２７６円）

複数名訪問加算Ⅰ（３０分以上） ４０２単位 （４３６円）

複数名訪問加算Ⅱ（３０分未満） ２０１単位 （２１８円）

複数名訪問加算Ⅱ（３０分以上） ３１７単位 （３４４円）

⑦ サービス提供体制強化加算Ⅰ ６単位 （７円）

⑧ 看護体制強化加算（月1回） １００単位 （１０９円）

⑨ 介護職員等処遇改善加算

* 利用者負担額の算出方法

1ヶ月のサービス合計単位数×１０．８４＝○○円（1円未満切捨て）

○○円ー（○○円×利用者様の保険給付割合（1円未満切捨て）＝△△円（利用者負担額）

※１０．８４円は、横須賀市（4級地）の地域加算

注１ 理学療法士等の場合の時間区分毎の報酬・基準

1回あたり20分、1週間に6回を限度となります。

２．

(1) 交通費

た実費を徴収します。なお、自動車・バイク等を使用した場合は次の額を徴収します。

　　　　　　５５円／km×往復距離数　

(2) その他の実費

支払証明作成料　　1回につき１，１００円　

謄写代　　　　　　　　1枚につき　　２２円　

（３） キャンセル料

訪問当日のキャンセルについてはキャンセル料がかかります。  １回につき１，０００円（不課税）

⑥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総単位数の1.8％が加算されます

その他の実費

　　　介護保険のサービスに係る交通費は徴収しません。

　　　但し、訪問エリア（横須賀市・三浦市・葉山町）を超えた場合は超えた時点からの公共交通機関を利用し

③

訪問看護サービスの料金（介護予防） 

聖隷訪問看護ステーション横須賀

利用者負担１割の場合 8：00～18：00 深夜 22：00～6：00

②


